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認定こども園の認定に係る事務・権限の移譲について 

条例による事務処理特例の実施状況調査 結果とりまとめ 

 

 

１．指定都市を有する道府県 

北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、静岡県、愛知県、京都府、 

大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、熊本県（計 15 道府県） 

 

(１)条例による事務処理特例で認定権限を指定都市等へ移譲した県 

 平成 25 年の閣議決定で示された認定事務

を移譲 

神奈川県（川崎市、相模原市）※1、

新潟県、広島県 

上記に加え、基準制定権も移譲 宮城県、神奈川県（横浜市）※1、 

福岡県 

計５県

(２)条例による事務処理特例で認定権限を指定都市等へ移譲していない道府県 

 全ての類型の認定こども園の認定権限の

移譲に向けて指定都市等と調整中 

４道府県 

一部の類型の認定こども園の認定権限の

移譲に向けて指定都市等と調整中 

１道府県 ※２ 

指定都市から希望があがっていない ５道府県 ※３ 

計 10 道府県

 

※１：川崎市と相模原市については認定事務のみ、横浜市については基準制定権も含め

て移譲している｡ 

※２：幼稚園の認可権限及び幼稚園への県独自の補助事業と、幼稚園型認定こども園 

の認定権限が乖離することへの懸念があるため、保育所型と地方裁量型のみ移譲 

する方向で調整している。 

※３：指定都市の希望とは別に道府県側としても新制度の事務に追われて調整できる体

制が整っていないという回答が１件含まれている。 
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２．指定都市 

  札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、 

静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、 

福岡市、北九州市、熊本市（計 20 市） 

 

(１) 条例による事務処理特例で認定権限が移譲された市 

 仙台市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、 

広島市、福岡市、北九州市 

計８市

(２)条例による事務処理特例で認定権限が移譲されていない指定都市 

 移譲に向けて道府県と調整中 ７市 ※４ 

内部で検討中 ３市 

その他 ２市 ※５、※６ 

計 12 市

 

※４：保育所型と地方裁量型のみの移譲について県と協議を始めている（１市）。 

※５：事務処理特例ではなく法改正による移譲を希望（１市）。 

※６：現時点では需要がないため、事務処理特例による移譲を希望していない（１市）｡ 

 

 

【参考】 

・ 実際に認定を行った市は仙台市（4件）と福岡市（2 件）のみ。 

・ 今後の事務の増加が懸念されるという意見が３市。 

・ 幼稚園の認可権が県に残っており指導等で齟齬が起こらないか懸念しているとい

う意見が１市。 
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追加ヒアリング事項１：大規模災害時における住宅の応急修理等の手続きの見直し（内閣府）



住宅の応急修理　現行の事務手続きフロー
（通常の手続き）

（修理件数が著しく多数となる場合の手続き）
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